
第１０４号議案 

 

 

 

   中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条

例 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和５年１１月２７日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 施設の利用料金及び使用料の限度額を改定するとともに、施設の個

人使用に係る単位時間を改める必要がある。 

 



中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条

   例 

 

 中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例（平成２７年中野区条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

 別表１⑴の表中「６，０００円」を「５，０００円」に、「７，４

００円」を「６，２００円」に、「１，０００円」を「８００円」に

改め、同表備考中「５００円」を「４００円」に改める。 

別表１⑵の表２時間以内の項を次のように改める。 

１時間以内 一般（高校生以上）１００円 

 別表１⑵の表備考中「２時間」を「１時間」に改める。 

 別表２⑴アの表中「１０，２００円」を「８，６００円」に、「１，

２００円」を「１，０００円」に改める。 

別表２⑴イの表中「２，９００円」を「２，４００円」に、「１７，

３００円」を「１４，５００円」に改める。 

別表２⑵の表２時間以内の項を削り、同表１時間以内の項を次のよ

うに改める。 

１時間以内 一般（高校生以上）

１００円 

一 般 （高 校 生以 上 ）

２００円 

中学生以下１００円 

 別表２⑵の表備考２中「２時間」を「１時間」に改める。 

 別表３ ⑴アの 表中「 ２１， ９００ 円」を「 １８， ４００ 円」に 、

「２６，４００円」を「２２，２００円」に、「３０，５００円」を

「２５，６００円」に、「３６，８００円」を「３０，９００円」に、

「２３，４００円」を「１９，７００円」に、「２８，２００円」を

「２３，７００円」に、「４２，３００円」を「３５，５００円」に、

「１０， ０００ 円」を 「８， ４００ 円」に、 「１１ ，９０ ０円」 を



「１０，０００円」に改める。 

別表３⑴イの表中「３，０００円」を「２，５００円」に、「２０，

８００円」を「１７，５００円」に、「２，１００円」を「１，８０

０円」に改める。 

別表３⑴ウの表中「９１０円」を「８００円」に、「５２０円」を

「４００円」に、「７７０円」を「６００円」に改める。 

別表３⑴エの表中「５２０円」を「４００円」に、「７７０円」を

「６００円」に、「２６０円」を「２００円」に改める。 

別表３⑴オの表中「５２０円」を「４００円」に、「３９０円」を

「３００円」に改める。 

別表３⑵アの表中「３６０円」を「３００円」に、「１７０円」を

「１００円」に改める。 

別表３⑵イの表２時間以内の項を削り、同表１時間以内の項中「３

００円」を「２００円」に、「１４０円」を「１００円」に改める。

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例別表１⑴の

表に掲げる施設（屋外運動広場の照明設備を含む。）、同条例別表

２⑴の表に掲げる施設及び同条例別表３⑴の表に掲げる施設につい

て施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の

限度額については、改正後の別表１⑴の表、別表２⑴の表及び別表

３⑴の表の規定を適用した額とする。 


